
【見積書記載上の注意点】
①≪見積有効期限≫  申請時は有効期限内である
②≪発行年月日≫  本書作成日付を記載
③≪宛先≫  代表申請者宛である
④≪工事名：工事場所≫ 営業所名、営業所位置・住所を記載

申請(様式第1(その5の2))で記載した充電器と設置する旨がわかる工事名称・営業所位置を記載
⑤≪支払条件≫  振込である
⑥≪発行者≫  充電設備会社、工事施工会社等の名称、住所等を記載
⑦≪社印≫  社印が押印できない場合はその理由をお知らせください
⑧≪担当者印≫  担当者印を押印
⑨≪充電機器≫  メーカー名、型式、単位、単価、金額を記載
⑩≪工事費用≫  補助経費対象・対象外の判断の為、工事種別毎に内訳を記載
    充電設備設置工事の補助対象経費は交付規定別表第1、別表第2に定められた内容である
⑪≪補助対象外経費≫  内訳に対象外のものが含まれる場合は、マーカー等で示し、その分は合計より

減額して申請する(手書き修正可)
    補助対象外経費例
 　　　　▪既存施設(アスベストを含む)の撤去費、廃材の運搬費・処分費、移設等に係る経費　　
 　　　　▪本補助金への申請等に係る経費　　
 　　　　▪購入、設置、工事に伴う各種手数料等　　
 　　　　▪導入する設備に用いる予備品、交換用の消耗品費等の経費　　
 　　　　▪二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器　　
 　　　　▪オプション品等に係る経費
 　　　　▪本来の目的に沿わない過剰な設備、装置、工事等
 　　　　▪消費税　　
 　　　　▪整地、造成、更地などの直接的に充電設備とならない工事
 　　　　▪充電設備に直接関係のない周辺機器・設備、過剰な設備等
 　　　　▪課金装置
 　　　　▪電力会社への変更費用
⑫≪調整又は値引きについて≫  どの項目からの調整又は値引きか分かるように記載する
⑬≪その他≫
 　　　　▪充電機器の取扱説明書等の書類は添付は不要
 　　　　▪正式見積書である
 　　　　▪競争見積書は一般競争の観点から2社以上が必要で充電機器の型式、口数は同一である
 　　　　▪見積内容は出来る限り“一式“等でまとめないで
　　　　　　・分電盤、ブレーカー等の部材費は型式(仕様等)/数量/単価
　　　　　　・電線や配管等の材料費は種類(仕様等)/数量/単価
　　　　　　・労務費は人工数/単価、人数/単価もしくは管理費等を算定で出す場合は根拠     
　　　　　　　等々を記載して内訳が確認できるようにする
 　　　　▪10万円を超える項目については“一式”は不可であり内訳を記載
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